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仮徴収　第1期～第3期
前年度第6期徴収額と同額 

7月
年間保険料額決定

本徴収　第4期～第6期の徴収額
＝年間保険料額 － 第1期～第3期の徴収額
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○保険料の徴収
　　保険料の徴収方法は、原則として特別徴収（年金からの天引き）となります。ただし、年金の受給額が
　年額18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた１回あたりの天引き額が、年金
　の１回あたりの支給額の１／２を超える場合は、納付書や口座振替などで納付していただく普通徴収とな
　ります。

　※複数の年金を受給されている場合、受給額の多少に関わらず、国民年金・厚生年金・共済年金の順番で
　　優先順位の高い１種類の年金から天引きされます。

◆特別徴収となる方は、保険料額決定通知書と10月以降の年金支給月ごとに天引きさせていただく額を通
　知します。
　特別徴収の徴収月

　特別徴収額の算定方法

◆普通徴収となる方は、保険料額決定通知書及び納付書を送付します。
　普通徴収の納期

◆納付方法を年金天引きから口座振替へ変更できます。
　口座振替への変更をご希望の方は申請が必要です。
　なお、申請の時期により、口座振替への変更時期が異なります。

外来診療における高額療養費の外来現物給付化
　「高額療養費の外来現物給付化」とは、外来診療を受けた場合に医療機関の窓口での支払いを自己負担限
度額までにとどめることができる仕組みをいいます。

○自己負担限度額（１ヶ月当たり）

○対象となる医療機関等
　保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者などで受けた保険診療となります。（柔道整復、鍼灸、あ
ん摩マッサージの施術は対象外です。）

○この取り扱いを受けるには
　・住民税非課税世帯の方…「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。役場保険福祉課
　　　　　　　　　　　　　に申請をしてください。医療機関等で被保険者証と限度額適用・標準負担額
　　　　　　　　　　　　　 減額認定証を提示してください。
　・住民税課税世帯の方…手続きは不要です。医療機関等で被保険者証を提示してください。

○同一月に複数の医療機関等を受診した場合
　複数の医療機関等を受診した場合は、それぞれの医療機関等ごとに外来の高額療養費の算定をすること
になります。そのため複数の医療機関等での合計負担額が自己負担限度額を超えた場合は、従来どおり高
額療養費として支給します。

後期高齢者健康診査について
平成24年6月下旬から受診券等を後期高齢者医療広域連合から順次送付します

○目　　的　健康管理と生活習慣病の早期発見を目的としています。
○対 象 者　平成24年8月31日までに被保険者になられる方
○送付スケジュール　４月末時点の被保険者　⇒　６月下旬発送
　　　　　　　　　　５月～７月中に被保険者となられる方　⇒　８月下旬発送
　　　　　　　　　　８月中に被保険者となられる方　⇒　９月下旬発送
○受診期間　平成24年７月から平成24年11月末までの間
○受診場所　病院・診療所など
○受診方法　受診券等をご覧ください。
○自己負担額　住民税課税世帯の方　　500円
　　　　　　　住民税非課税世帯の方　200円

後期高齢者医療費通知について
平成25年3月下旬に医療費通知を後期高齢者医療広域連合から送付します

○目　　的　実際にかかった医療費の総額（10割）をお知らせし、ご自身で内容を確認していただくこと
　　　　　　により、医療と健康に対する意識の向上と、今後の健康管理にお役立ていただくことを目的
　　　　　　としています。
○対 象 者　平成24年1月1日から平成24年12月31日の間に療養を受けられた方
○不要な方　医療費通知を不要とされる方は、平成25年1月31日までに下記の問い合わせ先にご連絡下さい

問い合わせ先
三重県後期高齢者医療広域連合事業課
　被保険者証・保険料関係　　　　　　　　TEL 059－221－6883
　高額療養費・健康診査・医療費通知関係　TEL 059－221－6884
朝日町役場保険福祉課　　　　　　　　　　TEL 377－5659　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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